
固定資産税の特例措置（軽減）について
　新型コロナウイルス感染症及
びそのまん延防止措置の影響に
より事業収入が減少している中
小事業者等は、所定の申告によ
り、令和３年度の固定資産税（事
業用家屋及び償却資産のみ）に
限り課税標準の特例（軽減）を
受けることができます。

●対象者
　　新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年２月から

10月までの任意の連続する３カ月間の事業収入が前年度同期比
で30％以上減少した中小企業等が対象です。

　　なお、みなし大企業や新規開業、事業内容を大幅に変更した場
合等で、前年同期間との比較ができないときは特例の対象外です。
※中小事業者等とは
◦資本金等が１億円以下の法人
◦個人又は資本等を有しない法人であり、常時使用する従業員数

が1,000人以下
●軽減内容

◦減収割合50％以上 ･･････････････････ 全額
◦減収割合30％以上50％未満 ･････････ １/２

●申告期間
　令和３年１月４日（月）から令和３年２月１日（月）まで

　詳細は税務課税務係にお問い合わせいただくか、町のホームペー
ジをご覧ください。

問	高森町教育委員会社会教育係	 　☎６２－０２２７

人
じん

　権
けん

～互いの人権を尊重し、支え合いながら
 人にやさしいまちの実現をめざして～

（「高森町人権教育・啓発第２次基本計画」から）

【障がい者の人権】

　日本においては、すべての国民が障がいの有無に関わらず、｢相互
に人格と個性を尊重し合いながら共存する社会の実現｣を目指し、様々
な施策のもと取り組まれています。近年では、平成23年に障がいの
ある人への虐待を防止するための「障害者虐待防止法」や、平成25
年には、障がいのある人への差別の解消を推進することを目的として、

「障害を理由とする差別の解消に関する法律」、いわゆる「障害者差別
解消法」が制定されました。
　障がい者をめぐる人権に関しては、「人々の障がいに対する理解が
足りない」ことや、「差別的な言動を受ける」といったことが課題と
して上げられます。
　本町では、これまで計画期間を６年とする「高森町障害者基本計画」
や、３年ごとに「障害福祉計画」を策定してきました。そして、平成
29年にはこれらの計画を一体的に見直し、「高森町第３期障害者基本
計画・第５期障害福祉計画・第１期障害児福祉計画」を策定し、計画
的な障がい者施策の推進を行っています。
　障がい者の人権を尊重するためには、差別に繋がる不利益な状況等
を可能な限りなくなくしていかなければなりません。障がいのある人
がありのままで受け入れられ、不利益を受けることなく生活できる社
会は、誰にとっても暮らしやすい社会であるはずです。私たち一人ひ
とりが障がいに対する理解を深め、「障がい者の方々が自立し、生活
しやすい環境づくり」に努め、障がい者の人権を守る社会の実現に努
めていきましょう。

☆おはなし会 11月17日（火）
　久しぶりのおはなし会で、子どもたちは大型絵本「おめんです」やパネ
ルシアター「さかながはねて」、職員手作りの芋ほりを楽しんでいました。

〈参加者の声〉
●いつも読んでいる好きな絵本だったので、興味深く見入っていました。

リズムに合わせてピエロが出来ていく遊びがとても楽しそうで手を叩き
ながら聴いていました。

●家での読み聞かせとは違った雰囲気で絵本を楽しめて良いなぁと思いま
した。

●大きな絵本に限らず、普通のサイズでもみんなと一緒に聞くと、いつも
の雰囲気で楽しかったです。大人しく聞いている姿に成長を感じました。

子育て
問	子育て支援センター　☎６２－３３１１

子育て支援センター活動だより
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美しい村を探す
～九州・沖縄～

Explore beautiful villages 
in the southern part of Japan

南小国町（熊本県）

南小国町役場 まちづくり課
☎０９６７－４２－１１１２

連合ホームページ 連合YouTube

問	税務課税務係　☎０９６７－６２－１１１１

☆手作りの帽子を作ろう！ 11月27日（金）
　寒くなってきた季節にぴったりのどんぐり帽子を作りました。初心者の
方も多く当日完成とまでは行きませんでしたが、後日完成した帽子を被っ
てセンターへ遊びに来てくれました。

〈参加者の声〉
●どんぐり帽子！完成はまだまだ先になりそうですが、久しぶりに何かに

集中することが出来、何だか気気持ちがスッキリしました。
●初めての編み物でしたが、日常にはない「無」になって集中できる時間

を過ごせてリフレッシュ出来ました。他のママさん達とワイワイお話し
ながら出来るのも楽しかったです。

令和３年１月４日発行 737号 （6）


